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平成29年 平成30年
4月 6月 10月 12月 4月 6月以降

△

受給開始 天引き開始△

6～10月受給開始 天引き開始△

12月以降受給開始 天引き開始

上
尾
公
民
館
の

利
用
受
け
付
け
再
開

生
涯
学
習
課

�
７
７
５
―

９
４
９
０

�
７
７
６
―

２
２
５
０

耐
震
補
強
工
事
な
ど
の
改
修
工
事
の
た

め
、
現
在
休
館
中
の
上
尾
公
民
館
は
、
１０

月
１
日
㈰
か
ら
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
開
館
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
８
月
１

日
㈫
か
ら
市
公
共
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
で

抽
選
予
約
の
申
し
込
み
受
け
付
け
を
再
開

し
ま
す
。
【
施
設
予
約
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
】上
尾
公
民
館（
上
町
２
―

１４
―

１９
教
育

セ
ン
タ
ー
内
）�
７７５
―

０
１
８
５
・
�
７７６
―

７
３
６
６

６５
歳
以
上
の
皆
さ
ん
に

介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
を
郵
送

高
齢
介
護
課

�
７
７
５
―

５
１
２
７

�
７
７
６
―

８
８
７
２

６５
歳
以
上（
第
１
号
被
保
険
者
）の
皆
さ

ん
に
、「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書（
介
護

保
険
料
額
決
定
通
知
書
）」を
７
月
上
旬
に

郵
送
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
納
め
方
は
、
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）と
普
通
徴
収（
納
付
書
ま

た
は
口
座
振
替
）が
あ
り
、
年
額
１８
万
円

以
上
の
年
金（
老
齢
基
礎
年
金
、
退
職
年

金
、
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
）を
受
給
し

て
い
る
人
は
、
原
則
と
し
て
特
別
徴
収
に

な
り
ま
す
。
年
金
天
引
き
の
開
始
時
期
に

つ
い
て
は
下
図
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

※
具
体
的
な
納
め
方
は
、
同
封
の
し
お
り

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
納
付
で
困
っ
た
と
き

は
、高
齢
介
護
課
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
４０
〜
６４
歳
の
人（
第
２
号
被
保
険

者
）は
、
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
の
保

険
料
と
一
緒
に
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
下
表
を
参
照
し
て
く
だ

さ
い
。

■
介
護
保
険
料
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ

保
険
料
は
、
な
ぜ
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
か
？

Ａ

介
護
保
険
制
度
で
は
、
４０
歳
以
上
の

全
て
の
人
が
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
介
護
保
険
事
業
は
、
皆
さ
ん

が
負
担
す
る
保
険
料
で
運
営
し
て
い
ま

す
。
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
に
安
心

し
て
利
用
す
る
た
め
に
も
、
保
険
料
の
納

付
は
大
切
で
す
。
保
険
料
を
滞
納
す
る
と

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
に
、
給
付
を
制
限

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

Ｑ

年
金
天
引
き
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

４
・
６
月
の
保
険
料
は
ど
の
よ
う
に
決
ま

る
の
で
す
か
？

Ａ

保
険
料
決
定
前
の
期
間
を
仮
徴
収
期

間
と
し
、
基
本
的
に
２
月
と
同
額
を
天
引

き
し
、
７
月
の
保
険
料
決
定
後
に
年
額
を

８
月
以
降
も
し
く
は
１０
月
以
降
の
期
間
で

調
整
し
ま
す
。

Ｑ

年
金
天
引
き
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
口

座
振
替
に
変
更
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い

い
で
す
か
？

Ａ

介
護
保
険
料
が
年
金
天
引
き
に
な
っ

て
い
る
人
は
、
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
と
は
仕
組
み
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
郵
送

高
齢
介
護
課

�
７
７
５
―

６
４
７
３

�
７
７
６
―

８
８
７
２

要
介
護
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
人

に
、
８
月
以
降
の
介
護
保
険
負
担
割
合
証

（
う
ぐ
い
す
色
）を
郵
送
し
ま
す
。
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
負
担
割
合（
１
割

ま
た
は
２
割

※
注
）が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、担
当
の
介
護
支
援
専
門
員（
ケ

ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）に
必
ず
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。
※
注

２
割
負
担
と
な
る
の
は
、

本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
１６０
万
円
以
上
の

人
で
す
。
た
だ
し
、
年
金
収
入
と
そ
の
他

の
合
計
所
得
金
額
の
合
計
が
単
身
で
２８０
万

円
未
満
、
ま
た
は
６５
歳
以
上
の
人
が
２
人

以
上
い
る
世
帯
で
３４６
万
円
未
満
の
場
合
は

１
割
負
担
の
ま
ま
で
す
。

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
の

申
請

高
齢
介
護
課

�
７
７
５
―

６
４
７
３

�
７
７
６
―

８
８
７
２

介
護
保
険
施
設
サ
ー
ビ
ス
と
短
期
入
所

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
、
対
象
と
な
る

人
は
食
費
と
住
居
費
の
負
担
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。
現
在
発
行
し
て
い
る
認
定
証
は
、

７
月
３１
日
㈪
で
有
効
期
限
が
切
れ
る
た

め
、
引
き
続
き
認
定
を
希
望
す
る
人
は
、

再
度
申
請
が
必
要
で
す
。
平
成
２８
年
８
月

〜
平
成
２９
年
５
月
に
認
定
を
受
け
て
い
る

第２号被保険者
（４０～６４歳）

健康保険料と
一緒に納付

第１号被保険者
（６５歳以上）

納付書・口座振替・
年金天引きによる
納付

※年金（年額１８万円以上）の受給開始が４月の人は、１０月の年金か
ら介護保険料が天引きされます。年金の受給開始が６・８・１０月の
人は平成３０年４月から、１２月以降の人は平成３０年６月以降からそれ
ぞれ天引きされます。受給手続き時期により、上記のとおりにな
らない場合があります。

【図】年金天引き（特別徴収）の開始時期【表】介護保険料の納付方法

※第１号被保険者の保険料は高齢
介護課へ、第２号被保険者の保険
料は加入している健康保険組合
へ、それぞれ問い合わせてくださ
い。
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一部支給

９，９８０～４２，２８０円

５，０００～９，９８０円

３，０００～５，９８０円

全部支給

４２，２９０円

９，９９０円

５，９９０円

児童数

１人

２人

３人以上

支給額(月額)

※４月から支給額が変更になりました。

人
に
は
、
７
月
上
旬
に
案
内
通
知
と
申
請

書
を
郵
送
し
ま
す
。
�
次
の
①
〜
③
の

全
て
に
該
当
す
る
人
①
本
人
と
世
帯
全
員

が
住
民
税
非
課
税
②
配
偶
者
が
本
人
と
別

世
帯
の
場
合
は
、
配
偶
者
も
住
民
税
非
課

税
③
預
貯
金
な
ど
が
、
単
身
の
場
合
は
１

千
万
円
以
下
、
夫
婦
の
場
合
は
２
千
万
円

以
下

	
申
請
書（
高
齢
介
護
課
に
あ
る
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
関
係
書
類
と

一
緒
に
直
接
、
高
齢
介
護
課
へ

※
申
請

日
を
含
む
月
の
１
日
か
ら
適
用
と
な
り
ま

す
。第

十
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
は

期
限
内
に福

祉
総
務
課

�
７
７
５
―

５
１
１
８

�
７
７
５
―

９
８
４
６

第
十
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
は
、
平
成

３０
年
４
月
２
日
㈪
ま
で
で
す
。
ま
だ
請
求

し
て
い
な
い
人
は
、
早
め
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
�
次
の
①
〜
③
の
全
て

に
該
当
す
る
人
①
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当

時
の
遺
族
②
平
成
２７
年
４
月
１
日
時
点
で

「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」や「
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族

年
金
」な
ど
を
受
け
る
戦
没
者
な
ど
の
妻

や
父
母
な
ど
が
い
な
い
③
戦
没
者
等
の
遺

族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
上
の

「
戦
没
者
等
の
遺
族
」の
う
ち
先
順
位
の
遺

族
１
人
【
支
給
の
順
位
】⑴
平
成
２７
年
４

月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得

し
た
人
⑵
戦
没
者
な
ど
の
子
⑶
戦
没
者
な

ど
の
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
⑷

⑴
〜
⑶
以
外
の
戦
没
者
な
ど
の
三
親
等
内

の
親
族（
甥
、
姪
な
ど
）で
戦
没
者
な
ど
の

死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
の
生
計

関
係
を
有
し
て
い
た
人
【
支
給
内
容
】額

面
２５
万
円
、５
年
償
還
の
記
名
国
債
【
請

求
期
限
】平
成
３０
年
４
月
２
日
ま
で

※

請
求
期
限
を
過
ぎ
る
と
弔
慰
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。
	
直
接
、
福
祉
総
務
課

へ

※
請
求
書
な
ど
は
福
祉
総
務
課
に
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

臨
時
福
祉
給
付
金（
経
済
対
策
分
）

の
申
請
は
期
限
内
に

福
祉
総
務
課

�
７
７
５
―

５
１
１
８

�
７
７
５
―

９
８
４
６

【
申
請
期
限
】７
月
３１
日
㈪（
必
着
）
�
平

成
２８
年
１
月
１
日
時
点
で
、
上
尾
市
の
住

民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
お
り
、
平
成

２８
年
度
の
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い

人

※
平
成
２８
年
度
の
市
民
税
が
課
税
さ

れ
て
い
る
人
の
扶
養
親
族
な
ど（
控
除
対

象
配
偶
者
、
配
偶
者
特
別
控
除
に
お
け
る

配
偶
者
、
扶
養
親
族
、
青
色
事
業
専
従
者
、

事
業
専
従
者
）と
生
活
保
護
制
度
の
被
保

護
者
な
ど
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
【
支

給
額
】１
万
５
千
円（
支
給
対
象
者
１
人
当

た
り
）
	
郵
送
済
み
の
申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
、
本
人
確
認
書
類（
対

象
者
全
員
分
）、
口
座
振
り
込
み
の
た
め

の
預（
貯
）金
通
帳
の
写
し
を
添
え
て
同
封

の
返
信
用
封
筒
で
福
祉
総
務
課
へ



市

臨
時
福
祉
給
付
金
問
い
合
わ
せ
専
用
電
話

�
７７５
―

５
１
８
２（
㈯
㈰
㈷
を
除
く
７
月
３１

日
ま
で
）

児
童
扶
養
手
当
の
申
請
・

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の
助
成

子
ど
も
支
援
課

�
７
７
５
―

６
８
１
９

�
７
７
４
―

５
３
４
２

■
児
童
扶
養
手
当

父
ま
た
は
母
と
生
計
を
別
に
し
て
い
る

児
童
を
育
て
て
い
る
家
庭
の
生
活
の
安
定

と
自
立
を
助
け
、
児
童
の
福
祉
の
増
進
を

図
る
た
め
の
制
度
で
す
。
�
お
お
む
ね

次
の
①
〜
⑦
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
１８

歳
の
誕
生
日
の
属
す
る
年
度
末
ま
で
の
児

童（
一
定
の
障
害
が
あ
る
児
童
の
場
合
は

２０
歳
未
満
）を
監
督
・
保
護
・
養
育
し
て

い
る
父
ま
た
は
母
も
し
く
は
養
育
者（
所

得
制
限
な
ど
一
定
の
要
件
あ
り
）①
父
母

が
離
婚
し
た
②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
の
状
態
に

あ
る
④
父
ま
た
は
母
に
１
年
以
上
遺
棄
さ

れ
て
い
る
⑤
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら

Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
⑥
父
ま
た
は
母

が
法
令
に
よ
り
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い

る
⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
ず
出
産
し
た
【
支

給
額
】左
表
の
と
お
り

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

医
療
費
の
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
で
、

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
と
自

立
を
支
援
し
、
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め

の
制
度
で
す
。
�
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人（
所
得
制
限
や
年
齢
要
件
な
ど

あ
り
）①
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者（
前

記
、
児
童
扶
養
手
当
欄
を
参
照
）②
①
以

外
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母
も
し

く
は
養
育
者
と
児
童
【
助
成
額
】入
院
・

外
来
な
ど
の
各
医
療
保
険
制
度
の
自
己
負

担
額
と
入
院
時
食
事
療
養
標
準
負
担
額
の

２
分
の
１

※
児
童
扶
養
手
当
と
ひ
と
り
親
家
庭
等
医

療
費
助
成
の
申
請
に
必
要
な
書
類
は
、
申

請
者
の
状
況
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
事

前
に
子
ど
も
支
援
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。



12

県
が
決
定
す
る
都
市
計
画
に
関
す
る

公
聴
会

都
市
計
画
課

�
７
７
５
―

７
６
２
９

�
７
７
５
―

９
９
０
６

埼
玉
県
都
市
計
画
課

�
８
３
０
―

５
３
４
１

伊
奈
町
都
市
計
画
課

�
７
２
１
―

２
１
１
１

県
が
決
定
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
の

作
成
に
当
た
り
、
意
見
を
聞
く
た
め
の
公

聴
会
を
開
催
し
ま
す
。
�
８
月
２４
日
㈭

１０
時
３０
分
〜

�
市
役
所
７
階
大
会
議
室

�「
上
尾
都
市
計
画
区
域
区
分
の
変
更
」の

公
聴
・
公
述
【
都
市
計
画
変
更
の
構
想

（
原
案
）の
閲
覧
】�
７
月
１８
日
㈫
〜
８
月

１
日
㈫
８
時
３０
分
〜
１７
時
１５
分（
㈯
㈰
を

除
く
）
【
閲
覧
場
所
】県
都
市
計
画
課
、上

尾
市
都
市
計
画
課
、伊
奈
町
都
市
計
画
課
、

県
北
本
県
土
整
備
事
務
所

※
構
想（
原

案
）に
つ
い
て
は
、
上
記
の
閲
覧
場
所
の

他
、
７
月
１８
日
か
ら
県
都
市
計
画
課
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（
�http

://w
w
w
.pref.sai

tam
a.lg.jp

/a1102
/toshikeikaku

nosintyoku/

）と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
閲
覧
で
き
ま
す
。
【
公
述
の
申
し
出
】

�
上
尾
市
ま
た
は
伊
奈
町
に
住
所
を
有
す

る
個
人
と
法
人

※
希
望
者
多
数
の
場
合

は
、
公
述
人
を
選
定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
公
述
時
間
は
１
人
当
た
り
、
お
お
む

ね
１０
分
以
内
で
す
。
�
８
月
１
日
１７
時

１５
分
ま
で（
必
着
）に
公
述
申
出
書（
右
記

の
閲
覧
場
所
に
あ
る
）に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で
、
上
尾
市

都
市
計
画
課（
〒
３６２
―

８
５
０
１
本
町
３
―

１
―

１
）、
ま
た
は
県
都
市
計
画
課（
〒
３３０
―

９
３
０
１
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
―

１５
―

１
）へ

※
公
述
の
申
し
出
が
な
い
場

合
は
、
公
聴
会
は
中
止
で
す
。
傍
聴
を
希

望
す
る
人
は
、
８
月
８
日
㈫
以
降
に
上
尾

市
都
市
計
画
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。上

尾
道
路
沿
道
中
新
井
・
堤
崎
地
区
の

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
素
案
の

閲
覧
・
原
案
の
縦
覧
と
説
明
公
聴
会

都
市
計
画
課

�
７
７
５
―

７
６
２
９

�
７
７
５
―

９
９
０
６

県
の
都
市
計
画
の
変
更
と
関
連
し
て
、

市
の
都
市
計
画
も
変
更
を
行
う
予
定
で
す
。

●
素
案
の
閲
覧
・
原
案
の
縦
覧

�
７
月

１８
日
㈫
〜
８
月
１
日
㈫
８
時
３０
分
〜
１７
時

１５
分（
㈯
㈰
を
除
く
）
�
都
市
計
画
課

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
・
縦
覧
で

き
ま
す
。
�
上
尾
道
路
沿
道
中
新
井
・

堤
崎
地
区（
大
字
中
新
井
、
大
字
堤
崎
の

各
一
部
）を
対
象
と
し
た「
上
尾
都
市
計
画

用
途
地
域
の
変
更
」「
上
尾
都
市
計
画
防
火

地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
」「
上
尾
都

市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
決
定
」「
上

尾
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
」

●
地
区
計
画
の
原
案
に
対
す
る
意
見
書
の

提
出

�
区
域
内
の
土
地
所
有
者
ま
た
は

利
害
関
係
人
【
提
出
方
法
】意
見
書（
都

市
計
画
課
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事
項
を

記
入
し
て
、
８
月
８
日
㈫
ま
で（
当
日
消

印
有
効
）に
直
接
ま
た
は
郵
送
で
都
市
計

画
課（
〒
３６２
―

８
５
０
１
本
町
３
―

１
―

１
）へ

●
説
明
公
聴
会

�
８
月
１９
日
㈯
１０
時
〜

�
大
谷
公
民
館

�
上
尾
道
路
沿
道
中
新

井
・
堤
崎
地
区
を
対
象
と
し
た「
上
尾
都

市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
」「
上
尾
都
市
計

画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更
」

「
上
尾
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の

決
定
」「
上
尾
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変

更
」の
説
明
と
公
聴

男
女
共
同
参
画
審
議
会
委
員
を

募
集

人
権
男
女
共
同
参
画
課

�
７
７
８
―

５
１
１
１

�
７
７
８
―

５
１
１
２

男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
、
そ
の
他
男

女
共
同
参
画
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い

て
調
査
・
審
議
す
る「
上
尾
市
男
女
共
同

参
画
審
議
会
」の
公
募
委
員
を
募
集
し
ま

す
。
�
次
の
①
〜
③
の
全
て
に
該
当
す

る
人
①
上
尾
市
に
引
き
続
き
１
年
以
上
在

住
し
、
申
込
時
に
２０
歳
以
上
②
男
女
共
同

参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
、
熱
意
と
関
心

が
あ
る
③
平
日
昼
間
の
会
議
に
出
席
で
き

る（
年
数
回
程
度
）
�
１
人
【
任
期
】２

年（
９
月
１
日
㈮
〜
平
成
３１
年
８
月
３１
日
）

【
謝
礼
】１
回
当
た
り
６
千
円

�
履
歴
書

と
小
論
文（
テ
ー
マ「
男
女
共
同
参
画
社
会

の
実
現
に
向
け
て
」、
４００
字
程
度
）を
、
７

月
１８
日
㈫
ま
で（
必
着
）に
直
接
ま
た
は
郵

送
で
人
権
男
女
共
同
参
画
課（
〒
３６２
―

８
５

０
１
本
町
３
―

１
―

１
）へ

夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動

交
通
防
犯
課

�
７
７
５
―

５
１
３
８

�
７
７
５
―

９
９
２
７

夏
は
交
通
事
故
が
多
発
す
る
傾
向
に
あ

り
、
特
に
子
ど
も
や
高
齢
者
の
自
転
車
事

故
の
割
合
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

家
庭
や
地
域
で
注
意
を
呼
び
掛
け
、
交
通

ル
ー
ル
と
正
し
い
マ
ナ
ー
を
実
践
し
、
事

故
に
遭
わ
な
い
よ
う
、起
こ
さ
な
い
よ
う
、

次
の
と
お
り「
夏
の
交
通
事
故
防
止
運
動
」

を
実
施
し
ま
す
。
�
７
月
１５
日
㈯
〜
２４

日
㈪
【
県
の
重
点
目
標
】①
子
ど
も
と
高

齢
者
の
交
通
事
故
防
止
②
歩
行
者
・
自
転

車
乗
用
中
の
交
通
事
故
防
止
③
飲
酒
運
転

の
根
絶
お
よ
び
路
上
寝
込
み
な
ど
に
よ
る

交
通
事
故
防
止
【
市
の
重
点
目
標
】自
転

車
の
交
通
ル
ー
ル
順
守
と
マ
ナ
ー
向
上

【
市
内
交
通
事
故
統
計
４
月
末
】件
数
／
２７３

件
・
死
者
数
／
０
人
・
負
傷
者
数
／
３１１
人
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7月8日
土

12時00分～16時30分
アリオ上尾東側駐車場

※荒天時は屋外イベント広場

プリントトラック
出発

広報広聴課　　775-4918　　776-8873
　大型トラックの車体に市のイメージをプリ
ントした「プリントトラック」の運行を開始し
ます。このトラックは動く広告塔として、関
東全域を運行します。

お披露目式

アッピーふれあい広場

ア
ッ
ピ
ー

①12時30分～12時50分
②14時00分～14時20分
③16時00分～16時20分

12時00分～12時30分

ご
利
用
く
だ
さ
い

市
政
相
談
委
員
制
度

広
報
広
聴
課

�
７
７
５
―

４
９
１
８

�
７
７
６
―

８
８
７
３

こ
の
制
度
は
、
市
政
相
談
委
員
が
市
政

に
対
す
る
苦
情
に
対
し
、
公
正
・
中
立
的

な
立
場
で
処
理
す
る
も
の
で
す
。
行
政
の

制
度
に
問
題
が
あ
る
場
合
は
、
市
に
改
善

や
是
正
を
促
し
ま
す
。
�
市
政
に
対
す

る
苦
情（
原
因
と
な
っ
た
事
実
が
あ
っ
た

日
か
ら
１
年
以
内
の
も
の
に
限
る
）で
、直

接
利
害
関
係
が
あ
る
人

	
市
役
所
、
各

支
所
・
出
張
所
、
主
な
公
共
施
設
に
あ
る

「
苦
情
申
立
書
」に
記
入
し
て
、
直
接
ま
た

は
郵
送
で
広
報
広
聴
課（
〒
３６２
―

８
５
０
１

本
町
３
―

１
―

１
）か
各
支
所
・
出
張
所
へ

私
立
幼
稚
園
就
園
奨
励
費

補
助
金
の
申
請

保
育
課

�
７
７
５
―

５
０
４
４

�
７
７
４
―

５
３
４
２

�
上
尾
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
私
立
幼

稚
園
に
通
園
し
て
い
る
次
の
①
か
②
の
幼

児
が
い
る
世
帯
①
満
３
歳
児
／
平
成
２６
年

４
月
２
日
〜
平
成
２７
年
４
月
１
日
生
ま
れ

で
満
３
歳
に
達
し
た
後
、
幼
稚
園
に
入
園

し
た
幼
児
②
３
〜
５
歳
児
／
平
成
２３
年
４

月
２
日
〜
平
成
２６
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の

幼
児

※
世
帯
の
所
得
状
況
と
子
ど
も
の

人
数
に
よ
り
、
補
助
金
額
と
補
助
金
の
交

付
可
否
を
決
定
し
ま
す
。
申
請
書
は
各
幼

稚
園
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
届
か
な

い
世
帯
は
保
育
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

市民の皆さん、こんにちは。市長の島村です。
庭の朝顔も咲き始め、暑い毎日の中に涼を探す季

節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
私の子どもの頃と比べると、年々、夏の暑さが増

しているように感じます。市では、上尾で行う環境
ア ゲ コ

に優しいエコな取り組みを「AGECO」と総称し、私
たちが身近でできることに取り組みながら、上尾で
エコな暮らし方を楽しめる施策を進めています。特

ア ゲ コ スタイル

に今年度は、「AGECO Style推進事業」として自然
環境保全、地球温暖化対策、ごみ減量を柱に、広く
市民の皆さんに関心を持っていただけるような事業
を実施します。
今月７日から８月末日まで「エコでお得なまち歩き
～クールシェアで夏の暑さを楽しもう♪～」と題し
て、市内の公共施設や商業施設、飲食店などの約８０

カ所に「クールシェアスポット」を開設します（２６
ページ参照）。憩いの場所である、クールシェアス
ポットを訪れた皆さんに、涼を感じられるさまざま
なサービスでおもてなしをしますので、家庭のエア
コンを止めてお出掛けください。また、初日の７日
には、オープニングイベントとして七夕ライトダウ
ンを実施しますので楽しみにしていてください。
省エネに努め、地球温暖化対策を心掛けるこれら
の取り組みは、一朝一夕に効果が現れるものではな
いかもしれません。しかし、未来を担う子どもたち
に、残された自然環境と安全・安心な暮らしを引き
継ぐためには、市民、事業者、行政が協働で、でき
ることから取り組みを続けていくことが不可欠です。
「高い目標を達成するには、一歩一歩進むしかな
いという事実を、頭に入れておかなければならない」
という実業家のアンドリュー・カーネギー氏の言葉
がありますが、まさに“継続は力なり”です。熱中症
などにならないよう体調管理にはくれぐれもご注意
いただくとともに、市民の皆さんの一層のご協力を
お願いいたします。私も、緑のカーテンで採れるゴー
ヤーを楽しみにしながら、この夏を乗り切りたいと
思います。

継続は力なり
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国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度
・

納
付
猶
予
制
度

保
険
年
金
課

�
７
７
５
―

５
１
３
７

�
７
７
５
―

９
８
２
７

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
保
険
料
の
全
額
が
免
除
さ
れ

る「
全
額
免
除
」と
保
険
料
の
一
部
が
免
除

さ
れ
る「
４
分
の
３
免
除
」「
半
額
免
除
」

「
４
分
の
１
免
除
」、
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
に
な
る「
納
付
猶
予
制
度
」を
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
免
除
制
度

�
次
の
①
〜
⑥
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人（
学
生
を
除
く
）①
本
人
・
配
偶
者
・
世

帯
主
の
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
の
所
得
が
一
定

額
以
下
②
天
災
や
失
業
な
ど
に
よ
り
納
付

が
著
し
く
困
難
③
生
活
保
護
法
に
よ
る
生

活
扶
助
以
外
の
扶
助
な
ど
を
受
け
て
い
る

④
地
方
税
法
上
の
障
害
者
ま
た
は
寡
婦

で
、
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
下
⑤
東
京

電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に

伴
う
被
災
者
⑥
特
別
障
害
給
付
金
を
受
け

て
い
る

■
納
付
猶
予
制
度

�
５０
歳
未
満
で
本
人
と
配
偶
者
の
前
年
の

所
得
が
一
定
額
以
下
の
人
、
ま
た
は
前
記

の
②
〜
⑥
に
該
当
す
る
人

■
共
通
事
項

【
承
認
の
効
果
】①
承
認
期
間
は
老
齢
基
礎

年
金
の
受
給
に
必
要
な
期
間
に
含
ま
れ
る

②
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
対
象
期

間
に
な
る
③
年
金
額
に
一
部
反
映
さ
れ
る

※
保
険
料
の
一
部
を
免
除
さ
れ
た
場
合
、

免
除
後
の
保
険
料
を
納
付
し
な
い
月
は
未

納
期
間
に
な
り
ま
す
。納
付
猶
予
制
度
は
、

年
金
額
へ
の
反
映
は
あ
り
ま
せ
ん
。
【
申

請
で
き
る
期
間
】申
請
日
の
２
年
１
カ
月

前
か
ら
平
成
３０
年
６
月
分
ま
で

※
納
付

猶
予
制
度
を
申
請
す
る
３０
歳
以
上
５０
歳
未

満
の
人
は
、
平
成
２８
年
７
月
分
か
ら
申
請

で
き
ま
す
。
�
年
金
手
帳
、
印
鑑
、
雇

用
保
険
の
受
給
資
格
者
証
や
離
職
票
の
写

し（
申
請
理
由
が
失
業
の
場
合
）
【
追
納
】

承
認
期
間
の
保
険
料
は
１０
年
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
付
が
可
能

※
３
年
度
目
を
経

過
し
た
期
間
の
追
納
に
は
加
算
金
が
付
き

ま
す
。
�
直
接
、
保
険
年
金
課
か
各
支

所
・
出
張
所
へ

※
継
続
審
査
の
対
象
者

で
な
い
人
は
、
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

限
度
額
適
用
認
定
証
の
申
請

保
険
年
金
課（
給
付
）
�
７
７
５
―

５
１
３
６

�
７
７
５
―

９
８
２
７

月
ご
と
の
医
療
費（
差
額
ベ
ッ
ド
代
・

食
事
代
・
保
険
診
療
外
医
療
な
ど
を
除

く
）の
額
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た

場
合
に
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」を
提
示

す
る
と
、
医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払
い
が

限
度
額
ま
で
に
な
り
ま
す
。
�
国
民
健

康
保
険
加
入
者（
７０
歳
以
上
は
住
民
税
非

課
税
世
帯
だ
け
）で
次
に
該
当
す
る
人

現
在
認
定
証
を
持
っ
て
い
な
い
人
／
自
己

負
担
限
度
額
は
世
帯
の
所
得
区
分
に
応
じ

て
異
な
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
保
険
年
金

課
で
交
付
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
所

得
区
分
ご
と
の
認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。

既
に
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人
／
現
在
発

行
さ
れ
て
い
る
認
定
証
は
７
月
３１
日
㈪
で

有
効
期
限
が
切
れ
る
た
め
、
今
後
も
必
要

な
人
は
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。
８
月

１
日
㈫
か
ら
の
認
定
証
は
、
７
月
３
日
㈪

か
ら
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
※
７０
歳

以
上
で
①
負
担
割
合
が
３
割
の
人
②
負
担

割
合
が
１
・
２
割
で
、
住
民
税
課
税
世
帯

の
人
―
―
は
被
保
険
者
証
兼
高
齢
受
給
者

証
が
認
定
証
と
同
様
の
効
力
を
持
つ
た

め
、
申
請
は
不
要
で
す
。
�
世
帯
主
と

本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
、

来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類
を
用
意
し
て
、

保
険
年
金
課
へ

※
国
民
健
康
保
険
税
を

滞
納
し
て
い
る
と
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
別

世
帯
の
人
が
申
請
す
る
場
合
、
委
任
状
が

必
要
で
す
。
支
所
・
出
張
所
で
申
請
・
交

付
は
で
き
ま
せ
ん
。

市
民
体
育
館
の

指
定
管
理
者
を
募
集

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

�
７
８
１
―

８
１
１
２

�
７
７
６
―

２
２
５
０

市
民
体
育
館
は
平
成
２５
年
４
月
か
ら
指

定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
て
お
り
、
現
在

の
指
定
期
間
が
平
成
３０
年
３
月
３１
日
で
終

了
し
ま
す
。
平
成
３０
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
３５
年
３
月
３１
日
ま
で
の
管
理
運
営
を
行

う
指
定
管
理
者（
法
人
そ
の
他
の
団
体
）を

募
集
し
ま
す
。
�
申
請
書（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）に
必
要
事

項
を
記
入
し
て
、
７
月
２７
日
㈭
・
２８
日
㈮

に
直
接
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
へ

※
指
定

管
理
者
募
集
要
項
・
申
請
書
は
７
月
３
日

㈪
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
指
定
管
理
者
募

集
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

特
定
健
診
、
後
期
高
齢
者
健
診

保
険
年
金
課（
特
定
健
診
）
�
７
８
２
―

６
４
９
４

（
後
期
高
齢
者
健
診
）
�
７
７
５
―

５
１
２
５

�
７
７
５
―

９
８
２
７

平
成
２９
年
度
の
特
定
健
診
、
後
期
高
齢

者
健
診
の
実
施
期
間
は
、
１０
月
３１
日
㈫
ま

で
で
す
。
期
間
の
終
了
間
際
は
、
医
療
機

関
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
早
め
に

受
診
し
ま
し
ょ
う
。
受
診
に
は
受
診
券
が

必
要
で
す
。
受
診
券
を
紛
失
し
た
人
は
再

交
付
で
き
ま
す
の
で
、
保
険
年
金
課（
特

定
健
診
／
管
理
担
当
、
後
期
高
齢
者
健
診

／
高
齢
者
医
療
担
当
）に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。
※
平
成
２９
年
度
か
ら
大
森

敏
秀
胃
腸
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
か
わ
む
ら

ハ
ー
ト
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
沼
南
ハ
ー
ト
ク
リ

ニ
ッ
ク
で
も
受
診
で
き
ま
す
。
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特
定
保
健
指
導
の
利
用

保
険
年
金
課

�
７
８
２
―

６
４
９
４

�
７
７
５
―

９
８
２
７

特
定
健
診
を
受
け
た
結
果
、
特
定
保
健

指
導
の
対
象
と
な
っ
た
人
に「
特
定
保
健

指
導
利
用
券
」を
郵
送
し
ま
す
。
特
定
保

健
指
導
で
は
、
生
活
習
慣
病
に
か
か
る
危

険
度
に
応
じ
て
、
医
師
・
保
健
師
・
管
理

栄
養
士
な
ど
と
一
緒
に
自
分
の
生
活
に
見

合
っ
た
目
標
を
立
て
、
生
活
習
慣
の
改
善

に
取
り
組
み
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
で
他
地
域
に

避
難
し
て
い
る
人
へ
の

特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診

保
険
年
金
課（
特
定
健
診
）
�
７
８
２
―

６
４
９
４

（
後
期
高
齢
者
健
診
）
�
７
７
５
―

５
１
２
５

�
７
７
５
―

９
８
２
７

福
島
県
の
一
部
市
町
村
で
は
、
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
住
民
票
を
異
動
し
な
い
で

他
地
域
に
避
難
し
て
い
る
人
も
、
避
難
先

で
特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
�
特
定
健
診
・

保
健
指
導

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
て
、
次
の
市
町
村
か
ら
住
民
票
を
異
動

し
な
い
で
避
難
し
て
い
る
人
／
福
島
市
、

二
本
松
市
、
会
津
若
松
市
、
相
馬
市
、
南

相
馬
市
、
伊
達
市
、
川
俣
町
、
広
野
町
、

楢
葉
町
、大
熊
町
、双
葉
町
、川
内
村

後

期
高
齢
者
健
診
対
象
者

後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
し
て
い
て
、
次
の
市
町
村

か
ら
住
民
票
を
異
動
し
な
い
で
避
難
し
て

い
る
人
／
二
本
松
市
、
会
津
若
松
市
、
白

河
市
、
相
馬
市
、
南
相
馬
市
、
伊
達
市
、

川
俣
町
、
棚
倉
町
、
浅
川
町
、
三
春
町
、

広
野
町
、
楢
葉
町
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、

新
地
町
、
北
塩
原
村
【
受
診
期
間
】平
成

３０
年
３
月
３１
日
㈯
ま
で
【
検
査
内
容
】特

定
健
診
な
ど
の
基
本
項
目
に
沿
っ
た
身
体

測
定
、
血
圧
、
尿
検
査
な
ど

※
医
師
が

必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
健
診
項
目
を
追

加
し
て
実
施
し
ま
す
。
市
町
村
で
独
自
に

追
加
す
る
検
査
項
目
や
が
ん
検
診
な
ど
は

除
き
ま
す
。
	
①
避
難
元
の
市
町
村
に

連
絡
を
す
る
②
避
難
元
市
町
村
か
ら「
受

診
券
」「
実
施
医
療
機
関
一
覧
」「
昨
年
度
の

健
診
結
果
」（
昨
年
受
け
た
人
だ
け
）が
送

付
さ
れ
る
③
健
診
機
関
に
予
約
す
る

�

受
診
券
、
昨
年
度
の
健
診
結
果
、
保
険
証

重
大
な
消
防
法
令
違
反
の
あ
る

建
物
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
表

消
防
本
部
予
防
課

�
７
７
５
―

１
３
１
４

�
７
７
５
―

２
２
３
０

市
火
災
予
防
条
例
の
改
正
に
よ
り
、
平

成
３０
年
４
月
１
日
㈰
か
ら
、
重
大
な
消
防

法
令
違
反
が
あ
る
建
物
を
市
消
防
本
部

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
表
す
る
、
違
反
対
象

物
の
公
表
制
度
を
開
始
し
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、建
物
を
利
用
す
る
人
が
、

事
前
に
そ
の
建
物
の
危
険
性
が
高
い
か
ど

う
か
を
判
断
で
き
る
よ
う
、
消
防
が
立
ち

入
り
検
査
の
際
に
確
認
し
た
重
大
な
消
防

法
令
違
反
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
表

す
る
も
の
で
す
。
建
物
所
有
者
な
ど
は
、

消
防
法
令
を
遵
守
し
た
建
物
の
維
持
管
理

に
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
公

表
の
対
象
と
な
る
建
物
や
違
反
、
内
容
は

次
の
と
お
り
で
す
。
【
対
象
と
な
る
建

物
】ホ
テ
ル
・
飲
食
店
・
物
品
販
売
店
な

ど
不
特
定
多
数
の
人
が
利
用
す
る
建
物

や
、
病
院
・
社
会
福
祉
施
設
な
ど
１
人
で

避
難
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
が
利
用
す
る

建
物
【
対
象
と
な
る
違
反
】建
物
に
義
務

付
け
ら
れ
た
消
防
設
備（
屋
内
消
火
栓
設

備
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
自
動
火
災

報
知
設
備
）が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
重
大

な
消
防
法
令
違
反
【
公
表
の
内
容
】①
建

物
の
名
称
②
建
物
の
所
在
地
③
違
反
の
内

容

※
詳
し
く
は
市
消
防
本
部
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

都
市
計
画
下
水
道
の
変
更
に
関
す
る

公
聴
会下

水
道
施
設
課

�
７
７
５
―

９
３
７
２

�
７
７
２
―

９
０
５
０

�
８
月
２２
日
㈫
１４
時
〜

�
上
下
水
道
部

庁
舎
３
階
大
会
議
室

�
上
尾
都
市
計
画

下
水
道
の
変
更
に
つ
い
て（
計
画
区
域
の

変
更
）
【
公
述
の
申
し
出
】�
市
内
に
住

所
を
有
す
る
人

※
希
望
者
多
数
の
場
合

は
、
公
述
人
を
選
定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
	
申
出
書（
左
記
閲
覧
場
所
に
あ

る
）に
記
入
し
て
、
７
月
２６
日
㈬
ま
で（
必

着
）に
直
接
ま
た
は
郵
送
で
下
水
道
施
設

課（
〒
３６２
―

０
０
１
３
上
尾
村
１
１
５
７
）

へ

※
公
述
の
申
し
出
が
な
い
場
合
は
、

公
聴
会
は
中
止
で
す
。
【
内
容
の
閲
覧
】

�
７
月
１２
日
㈬
〜
２６
日
８
時
３０
分
〜
１７
時

１５
分（
㈯
㈰
㈷
を
除
く
）
�
上
下
水
道
部

庁
舎
２
階
下
水
道
施
設
課

※
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

市
長
へ
の
は
が
き

広
報
広
聴
課

�
７
７
５
―

４
９
１
８

�
７
７
６
―

８
８
７
３

市
民
の
皆
さ
ん
と
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
、
市
に
対
し
て
感
じ

て
い
る
こ
と
や
、
望
む
こ
と
な
ど
を「
市

長
へ
の
は
が
き
」で
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

昨
年
度
は
、
４７９
件
の
貴
重
な
意
見
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。意
見
の
内
訳
は
、教
育
・

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
関
係
１６７
件
、
環
境
・
安

全
・
み
ど
り
関
係
７３
件
、
健
康
・
福
祉
・

医
療
関
係
６１
件
、
行
財
政
・
窓
口
接
遇
関

係
３４
件
、
ま
ち
づ
く
り
・
基
盤
整
備
関
係

３３
件
、
保
険
・
年
金
・
税
・
証
明
関
係
１６

件
、
産
業
・
経
済
関
係
３
件
、
救
急
・
消

防
関
係
２
件
、
そ
の
他
９０
件
で
し
た
。

「
市
長
へ
の
は
が
き
」は
、
市
役
所
１
階

総
合
案
内
、
各
支
所
・
出
張
所
、
図
書
館
、

市
民
体
育
館
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、

イ
コ
ス
上
尾
な
ど
に
設
置
し
て
い
ま
す
。
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特
別
児
童
扶
養
手
当
の
申
請

障
害
福
祉
課

�
７
７
５
―

５
１
２
３

�
７
７
６
―

８
８
７
２

一
定
の
障
害
が
あ
る
子
ど
も
を
育
て
て

い
る
人
に
支
給
す
る
手
当
で
す
。
�
お

お
む
ね
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
２０
歳
未
満
の
子
ど
も（
施
設
入
所

者
・
公
的
年
金
受
給
者
を
除
く
）を
監
護

し
て
い
る
父
母
か
養
育
者（
所
得
制
限
あ

り
）①
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
・
４

級
の
一
部
の
障
害
、
ま
た
は
重
度
の
内
科

的
疾
患
が
あ
る
②
療
育
手
帳
の
判
定
が

Ⓐ
・
Ａ
・
Ｂ
で
あ
る
③
精
神
障
害
な
ど
で

①
②
と
同
程
度
で
あ
る
【
支
給
月
額
】重

度
／
５
万
１
、４
５
０
円
、
中
度
／
３
万

４
、２
７
０
円

※
詳
し
く
は
、
障
害
福

祉
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
㈯
㈰

㈷
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

限
度
額
認
定
証
の
申
請

保
険
年
金
課

�
７
７
５
―

５
１
２
５

（
高
齢
者
医
療
）
�
７
７
５
―

９
８
２
７

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
で
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」（
限
度
額
認
定

証
）が
申
請
で
き
ま
す
。
医
療
機
関
窓
口

で
限
度
額
認
定
証
を
提
示
す
る
こ
と
で
、

入
院
し
た
時
の
支
払
い
が
減
額
さ
れ
ま

す
。
※
差
額
室
料
な
ど
の
保
険
外
診
療

は
別
途
、
負
担
が
必
要
で
す
。
�
本
人

確
認
書
類（
顔
写
真
の
あ
る
も
の
な
ら
１

点
、
な
い
も
の
な
ら
２
点
）を
用
意
し
て

直
接
、
保
険
年
金
課
へ

※
事
前
に
電
話

で
発
行
可
能
か
確
認
で
き
ま
す
。

■
更
新
手
続
き

限
度
額
認
定
証
は
、
毎
年
８
月
１
日
に

更
新
に
な
り
ま
す
。
す
で
に
発
行
さ
れ
、

交
付
要
件
を
満
た
す
人
に
は
新
し
い
限
度

額
認
定
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

※
同
一
世
帯
内
に
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
る
人
や
、
未
申
告
の
人
が
い
る
場
合
は

申
請
で
き
ま
せ
ん
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

軽
減
措
置
の
見
直
し

保
険
年
金
課

�
７
７
５
―

５
１
２
５

（
高
齢
者
医
療
）
�
７
７
５
―

９
８
２
７

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
発
足
時
の
激
変

緩
和
措
置
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
、
所
得

割
額
軽
減
措
置
と
元
被
扶
養
者
の
均
等
割

額
軽
減
措
置
が
平
成
２９
年
度
か
ら
一
部
変

更
に
な
り
ま
す
。

「
賦
課
の
も
と
と
な
る
所
得
金
額
」が
５８

万
円
以
下（
年
金
収
入
だ
け
の
場
合
２１１
万

円
以
下
）の
人
に
対
す
る
所
得
割
額
の
軽

減
措
置
が
、
段
階
的
に
縮
小
・
廃
止
さ
れ

ま
す（
表
１
参
照
）。
ま
た
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
す
る
前
日
に
被
用
者
保

険（
協
会
け
ん
ぽ
、
健
康
保
険
組
合
、
共

済
組
合
な
ど
）の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人

夏休みのひととき、県の防災学習施設で地震や暴風
さと

を体験したり、「尾瀬の郷」片品村のキャンプ場で非常
食体験や川遊びなど豊かな自然を楽しんだりして、親
子の絆を深めませんか。 �７月２２日㈯・２３日㈰（１泊２
日） �ほたか牧場キャンプ場（群馬県利根郡片品村花
咲２７９７―２）【行き先】県防災学習センター（鴻巣市）、
花の駅片品「花咲の湯」など 【交通手段】大型バス �
市内の小学４年生以上の子どもとその親 �大人（高校
生以上）／６千円、子ども／３千円 �親子３５人（先着順）
�申込書（危機管理防災課にある。市ホームページか
らダウンロードも可）に必要事項を記入して、７月１日
㈯９時から１０日㈪まで（必着）にファクスまたはメール
で片品村振興公社㈱尾瀬ツーリスト（�０２７８―２５―４６４４・
	０２７８―２５―４６４６・
kata-tour@nifty.com〈群馬県知
事登録旅行業２―４６６号〉）へ

危機管理防災課 �７７５-５１４０・�７７５-９９２７

親子防災宿泊体験
～ファミリーキャンプ～
参加者募集

親子防災宿泊体験
～ファミリーキャンプ～
参加者募集

弾道ミサイル落下時の行動
危機管理防災課 �７７５-５１４０・�７７５-９９２７

弾道ミサイルは、発射から１０分もしないうちに到
達する可能性もあります。ミサイルが日本に落下す
る可能性がある場合は、国からの緊急情報を瞬時に

ジェイ

伝える「Ｊアラート」を活用して、防災行政無線で
特別なサイレン音とともにメッセージを流す他、緊
急メールなどにより緊急情報をお知らせします。
●速やかな避難行動 メッセージが流れたら、落ち
着いて直ちに行動してください。
屋外にいる場合／できる限り頑丈な建物や地下に避
難する 建物がない場合／物陰に身を隠すか、地面
に伏せて頭部を守る 屋内にいる場合／窓から離れ
るか、窓のない部屋に移動する
●正確かつ迅速な情報収集 防災行政無線や緊急速
報メールなどの他、次の方法でも情報収集ができま
す。 国民保護ポータルサイト（�http : //www.ko
kuminhogo.go.jp/）、市メールマガジン ※市メー
ルマガジンの登録は、市ホームページから行えます。
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平成３０年度以降

軽減なし

平成２９年度

２割軽減

平成２８年度まで

５割軽減

平成３１年度以降

加入後、２年を
経過する月まで
は５割軽減（そ
の後は軽減なし）

平成３０年度

５割軽減

平成２９年度

７割軽減

平成２８年度まで

９割軽減

【表２】元被扶養者の均等割額軽減措置の変更

【表１】所得割額軽減措置の変更

市県民税
課税標準額

１４５万円
未満

１４５万円
以上

医療機関の
窓口負担

１割

３割

区分

一般・
低所得者

現役並み
所得者

負担
割合

１割

収入額
（必要経費などを差し引
く前の収入額の合計）

各被保険者の収入額
合計が５２０万円未満

３８３万円未満

他の世帯員（７０～７４
歳の人）を含めた収
入が５２０万円未満

世帯の状況

被保険者が２人以上

被保険者が１人

被保険者が１人
（同一世帯内に７０～
７４歳の人がいる）

【表１】負担割合を判定する課税標準額の基準

※一般所得者は住民税課税世帯、低所得
者は住民税非課税世帯です。
※負担割合は、同一世帯に属する被保険
者だけの所得で判定します。

【表２】後期高齢者医療制度・負担割合の再判定基準

８月～平成３０年７月
入院＋外来
（世帯合算）

変更なし

５７，６００円
（注）

変更なし

外来
（個人）

５７，６００円

１４，０００円
（年間〈８月～翌年７月
まで〉上限１４４，０００円）

現行
入院＋外来
（世帯合算）
８０，１００円＋

（医療費－２６７，０００円）
×１％ （注）

４４，４００円

２４，６００円
１５，０００円

外来
（個人）

４４，４００円

１２，０００円

８，０００円

区分

現役
並み

一般

低Ⅱ
低Ⅰ

保険証記載
の負担割合

３割

１・２割

（注）多数該当（過去１２カ月に３回以上高額療養費の支給を受けた場合の４回目以降の支
給に該当）の場合は上限４４，４００円です。

自己負担限度額（月額）

に
対
す
る
均
等
割
額
の
軽
減
措
置
が
段
階

的
に
縮
小
・
廃
止
さ
れ
ま
す（
表
２
参

照
）。
な
お
、
所
得
割
額
は
引
き
続
き
か

か
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
額
納
入
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
郵
送

保
険
年
金
課

�
７
７
５
―

５
１
２
５

（
高
齢
者
医
療
）
�
７
７
５
―

９
８
２
７

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
毎
年
、

住
民
税
の
確
定
後
に
、
被
保
険
者
本
人
と

世
帯
主
の
所
得
に
応
じ
て
算
定
し
ま
す

（
本
算
定
）。
平
成
２９
年
度
の
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
額
の
決
定
通
知
書
兼
納
入
通

知
書
は
、
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
保

険
料
は
、
全
て
の
被
保
険
者
に
賦
課
さ
れ

ま
す
。
保
険
料
額
は
被
保
険
者
が
等
し
く

負
担
す
る「
均
等
割
額
」（
年
間
４
万
２
、０

７
０
円
）と
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

「
所
得
割
額
」（
所
得
割
率
８.３４
㌫
）の
合
計
で

計
算
し
ま
す
。均
等
割
額
と
所
得
割
率
は
、

県
内
均
一
で
す
。
な
お
、
年
間
の
保
険
料

の
限
度
額
は
５７
万
円
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

新
保
険
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送

保
険
年
金
課

�
７
７
５
―

５
１
２
５

（
高
齢
者
医
療
）
�
７
７
５
―

９
８
２
７

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証（
保
険

証
）は
８
月
１
日
㈫
に
更
新
に
な
る
た
め
、

新
し
い
保
険
証
を
７
月
下
旬
ま
で
に
郵
送

し
ま
す
。有
効
期
限
が
過
ぎ
た
保
険
証
は
、

保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
・
出
張
所
へ

返
却
す
る
か
、
は
さ
み
な
ど
で
切
っ
て
処

分
し
て
く
だ
さ
い
。

■
負
担
割
合

保
険
証
に
は
、
医
療
機
関
な
ど
で
受
診

す
る
際
の
窓
口
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
割
合
は
、
毎
年
８
月
１
日

現
在
の
世
帯
状
況
と
平
成
２８
年
中
の
所
得

か
ら
算
出
す
る
平
成
２９
年
度
の
市
・
県
民

税
課
税
標
準
額
に
応
じ
て
判
定
し
ま
す

（
表
１
参
照
）。
現
役
並
み
所
得
者（
３
割

負
担
）で
も
、
収
入
を
考
慮
し
た
再
判
定

の
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す（
表
２
参

照
）。
具
体
的
な
申
請
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
該
当
者
へ
個
別
に
通
知
し
ま
す
。

７０
歳
以
上
の

高
額
療
養
費
の
見
直
し

保
険
年
金
課（
国
保
給
付
）
�
７
７
５
―

５
１
３
６

（
高
齢
者
医
療
）
�
７
７
５
―

５
１
２
５

�
７
７
５
―

９
８
２
７

高
額
療
養
費
は
、
同
じ
診
療
月
に
支
払

っ
た
医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
限
度
額
を

超
え
た
場
合
、
申
請
し
て
認
め
ら
れ
る
と

限
度
額
を
超
え
た
分
が
払
い
戻
さ
れ
る
制

度
で
す
。
世
代
間
の
負
担
の
公
平
、
負
担

能
力
に
応
じ
た
負
担
の
観
点
か
ら
７０
歳
以

上
の
高
額
療
養
費
制
度
に
つ
い
て
見
直
し

が
行
わ
れ
ま
す（
左
表
参
照
）。

低
Ⅰ
、
低
Ⅱ
区
分
は
住
民
税
非
課
税
の

人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
国
民
健
康
保
険

と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
で
判
定
の
基
準

が
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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コース略図

2017上尾シティマラソン2017上尾シティマラソン
第30回記

念 11月19日㈰開催
（雨天決行）　

申し込み方法について／
上尾シティマラソンエントリーセンター�７７８-５８８０・�７７８-５８８９（㈪～㈮〈㈷を除く〉１０～１７時）
大会内容について／大会事務局（スポーツ振興課内） �７８１-８１１２・�７７６-２２５０（㈪～㈮〈㈷を除く〉９～１７時）

３㌔・５㌔・ハーフ（日本陸上競技連盟公認）の部があ
り、８千人以上が参加する毎年恒例の上尾シティマラ
ソン。あなたも参加してみませんか。

会 場・コ ー ス 上尾運動公園陸上競技場を起・終点とする市内折り返しコース
参 加 資 格 健康な人（小・中学生は保護者が認めた人）、制限時間内に完走できる人

申込（払込）期間 ８月１日㈫～２５日㈮
※各距離別に定員になり次第、締め切ります。参加料を払い込んだ時点で申し込み完了となります。

申し込み方法 スポーツエントリーから以下の方法で申し込み
●インターネット・携帯サイト（�http : //www. sportsentry.ne.jp/）
●ファミリーマートの端末（Famiポート）
●電話 �０５７０-５５０-８４６、㈪～㈮の１０時～１７時３０分（㈷を除く）

※詳しくは、開催要項（市内公共施設内などで配布）や上尾シティマラソンホームページ（�http : //ageocity-
marathon.com/）をご覧ください。１１月上旬に参加通知書を郵送します。

【参加費】
ハーフ 一般・大学生・高校生／４千円
５㌔ 一般・大学生・高校生／３，８００
円、中学生男子／千円
３㌔ 中学生女子／千円、小学５・６年
生／５００円
※申し込み受け付け後は返金できません。
※選手駐車場は事前申し込みが必要です
（先着５００台）。

スタート時間 ９：００

【制限時間】２時間３０分（関門制限時間
は１５㌔地点／１時間５５分）
�大学生男子の部（学連登録者）、日
本陸連登録者（男女）、一般男女（高
校生以上、年代別） ※ハーフに参
加する日本陸上競技連盟登録者は、
記録が公認されます。 �５，５００人

スタート時間 ９：１５

�一般男女（高校生以上、年代別）、
中学生男子 �１，５００人

スタート時間 男子／１１：４０
女子／１１：４５

�中学生女子、小学５・６年生
�１，２００人

ハーフ

５㌔

３㌔

問い合わせ先



�とき �ところ �内容 �対象 �費用・金額 ※記載のないものは「無料」 �定員 �持ち物
	申し込み ※記載のないものは「当日、直接会場へ」 
問い合わせ

２０１７．７No.１０００19

平方祇園祭のどろいんきょ行事
武州平方箕輪囃子

主要地方道川越上尾線

★7班

★6班

4班★

1班★

★3班

★2班

★8班

★10班

★5班
〒

　　交通規制区域（開催時間内）　★印 神酒所（9班はありません）
※区域内は歩行者優先です。

平方祗園祭の
どろいんきょ行事（平方のどろいんきょ）

かみじゅく

平方上宿地区で悪疫退散・五穀豊穣を祈願し、白
いんきょみ こ し

木造りの「隠居神輿」を若衆たちが担ぎ回って民家の
庭などで転がし、水をまいて泥だらけになりながら
激しくもみ合う勇壮な祭りです。

ぶ しゅうひら かた みの わ ば や し

武州平方箕輪囃子
どろいんきょで演奏している祭りばやしです。神

田ばやし系の古っぱやしといわれ、古くから継続的
に伝承されています。タカウマと呼ばれる木枠で移
動しながら演奏するのが特徴です。

詐欺ではありません！
自動音声で未納をお知らせ 納税課 �７７５-５１９４

�７７５-９８４６
市税などは、私たちが安心して暮らしていくための貴重な財源です。税負担の公平性と滞納を解消するため、

納付期限を過ぎても納付の確認ができない人に対し、７月から、自動音声による電話催告を行います。未納の状
況についてお知らせしますので、お手元の納付書を確認の上、納付してください。
なお、この電話催告で、特定の金融機関の口座を指定して振り込みを求めたり、現金自動預払機（ATM）の操

作を求めたりすることは一切ありません。
発信専用電話番号�０４８-７７９-８２７６

どろいんきょ

武州平方箕輪囃子連のタカウマでの演奏

生涯学習課 �７７５―９４９６・�７７６―２２５０
�７月１６日㈰１３時～１９時４０分 �八枝神社（平方）周辺 【交通】JR上尾駅西口から、市内循環バス“ぐるっと
くん”「平方小敷谷循環」「平方丸山公園線」で「平方神社前」バス停下車、または東武バス「平方方面行」で「平
方」バス停下車 ※県立上尾橘高校の駐車場が臨時駐車場になります。

市税未納の人へ


